
23

※建築をされる方は 建築確認申請をする前に協定区域内の委員会と事前のお話し合いを行ってください。

　建築協定区域には、協定を運営するための委員会が設置されています。

　協定委員会の連絡先は建築指導課許認可係(046-822-8527)までお問合せください。

意　匠

設　備

構　造

項　目 制　限　内　容

形　態

敷　地 ＊敷地の最低限度は１５０㎡とする。

位　置

用　途

認可年月日 平成１６年１２月２７日 期間 １０年（以降自動更新）

用途地域 第１種低層住居専用地域 防火地域 指定なし

協定名 プレジデントヒルズ浦賀 協定区域 浦賀丘１丁目 区画数 ９　区画 面積 ０．２１　ha


